
金
押
印
古
政
志
巻
十

哲
務
中
城
内
火
災
の
時
・
本
多
氏
の
銘
宅
を
仮
居
所
と
た
し
給
ム
都

世
よ
り
度
々
な
り
と
い
へ
り
。
按
十
る
に
.
民
長
七
年
イ
月
晦
日
の

夜
‘天
守
に
宮
市
惜
ち
‘
本
丸
の
殿
間
延
焼
の
時
は
、利
長
卿
御
父
子

三
，
丸
及
び
新
丸
に
居
た
る
長
匡
の
第
宅
へ
退
去
し
給
ふ
と
見
h
.

元
和
六
年
十
二
月
廿
四
日
の
夜
‘
本
丸
段
式
向
よ
り
失
火
、
股
間
競

亡
の
時
は
、
利
常
卿
北
，丸
山
崎
却
式
抽
闘
が
第
宅
へ
退
去
し
、
民
式
向
は

=一，
丸
興
枠
内
紀
方
へ
入
り
給
ひ
、
畑
出
日
新
丸
の
桜
山
大
勝
が
第
宅

を
し
つ
ら
へ

、
利
常
卿
愛
K
移
居
し
給
ム
よ
し
、
三
登
記
K
殺
せ
た

り
。
叉
寛
永
八
年
四
月
十
四
日
際
川
橋
爪
法
飴
寺
門
前
よ
り
出
火
、

本
丸
の
殿
悶
延
焼
の
時
は
、
利
常
卿
は
北
，
丸
飛
野
君
の
付
加
へ
退
去

し
‘
世
子
光
高
卿
は
本
多
安
易
守
政
訴
の
第
宅
へ
入
hυ
給
ム
よ
し
、

す
家
見
聞
州
出
に
見
ゆ
。
四
正
即
ち
小
立
野
氏
坂
の
第
地
也
。
此
の
時
ま

で
は
.
本
丸
陀
居
館
し
給
ム
出
国
.
更
に
一
一
，
丸
を
本
披
と
友
し
、
翠
年

へ
懸
け
て
掘
削
く
股
間
務
成
移
従
あ
り
。
と
三
筆
記
等
K
紋
せ
た
れ

ば
.
光
高
卿
の
本
多
政
盟
が
第
宅
に
居
給
ふ
も
一
年
除
な
る
べ
し
。

叉
焚
問
問
九
年
四
月
寸
日
金
探
大
火、

城
中
路
殿
悶
悉
く
延
焼
し
、
此

の
時
本
多
巡
江
守
の
第
宅
も
類
刷
出
す
。
子
ν
時
務
主
中
将
軍
政
卿
江
戸

在
府
也
。
図
り
て
長
九
郎
左
術
門
遡
起
の
長
町
の
第
毛
主
執
政
の
寄

務
副
他
大
納
言
附
従
}
依
利
山
部
卿
‘
実
正
十

ご
平
入
国
以
来
の
一
哨
都

民
て
、

品
ヰ
ヰ
上
下
の
隔
な
く
‘
三
百
年
封
土
の
士
族
平
民
と
祭
主

奥
に
な
し、

五
陀
親
み
給
ふ
傘
版
よ
り
起
る
と
は
い
へ
ど
も
.
貨
に

維
新
の
御
趣
旨
を
奉
織
し
給
ム
良
心
よ
り
思
召
付
き
‘
か
L
る
宴
合

を
興
行
し
給
へ
る
も
の
也
。

知
事
公
詩
歌

山
河
杭
忌

照
司乾
坤
コ
拠
v
衆
朝
来
場
ゐ此
圏
一
一
斗
百
加
須
ν
辞
輿

4

浦
党
和
策
有
弘徐
湿
↓

ひ
か
り
さ
す
去
の
厄
も
ろ
と
も
陀

E
L
ろ
隔
て
宇
酌
む
ぞ
同
惜
し
き

侍

奥

祭

実

際

敏

官

官

得
ν
政
以
ν
仁
人
自
慢
.
芳
鐙
同
然
赴
初
回
，
他
年
我
后
替
v
該
日
.
定

見
庶
民
銚
子
市
部
.

天
美
止
酬
を
よ
め
る
歌

立

林

R 向、

Fよ5

JJ: 

う
さ
を
さ
け
や
ま
ひ
を
さ
け
て
苓
む
ま
L
K

訟
も
し
ろ
き
世
と
な
り
に
け
る
か
な

此
の
外
多
か
り
し
か
ど
今
悉
く
紋
せ
宇
。
然
る
に
同
四
年
七
月
段
務

置
腕
の
御
登
令
あ
り
て
.
務
知
郁
一
般
に
免
ぜ
ら
れ
.
延
滞
主
一
統

金
滞
古
蹟
志

港
十

合
所
と
た
し
・
同
年
間
七
月
十
五
日
質
敏
卿
郎
闘
し
給
ふ
施
、
二
，丸

池
管
中
に
て
金
谷
邸
に
居
給

へ
り
。
叉
文
化
五
年
五
月
十
五
日
の
夜
.

こ
，
丸
よ
り
出
火
、
殿
陶
抽
出
亡
の
時
、
務
主
中
将
済
成
卿
江
戸
在
府
‘

同
年
三
月
廿
八
日
医
師
図
し
給
ひ
、
本
多
安
田
田
守
政
磁
の
第
宅
を
仮

居
所
と
し
・
畑
出
年
四
月
廿
六
日
二
，
丸
地
肌
商
務
成
移
徒
ま
で
本
多
氏

の
第
宅
に
居
給
へ
り
。
以
上
披
中
火
災
民
付
宮
、
此
の
第
宅
を
仮
居
所

と
た
し
給
ふ
郡
三
度
也
。
右
等
の
例
に
械
り
て
か
.
明
治
二
年
二
月

務
主
従
三
位
民
事
卿
、
加

能
越
三
州
封
土
奉
還
の
建
白
あ
り
て、

六
月
更
に
金
滞
務
知
事
陀
任
ぜ
ら
れ
.
長
成
連
の
居
第
を
以
て
務
臨

と
せ
ら
れ
・
知
都
公
披
内
を
退
去
し
、
披
外
広
仮
居
所
在
校
げ
、
袋
に

居
給
ふ
に
付
宮
、
同
年
十
月
十
九
日
本
多
政
以
の
第
宅
を
借
り
妨
げ

の
段
命
ぜ
ら
れ
‘
廿
七
日
政
以
は
下
邸

へ
移
住
し
、
+
一
月
十
八
日

知
事
公
城
中
を
退
去
し
て
.
小
立
野
間
坂
本
多
政
以
の
第
宅
へ
移
従

し
給
ひ
・
腕
坂
御
位
居
と
掛
刑
し
た
り
。
用
車
一
一
一
年
十
二
月
六
日
知
郡
公

の
思
召
立
に
て
、
開
山
坂
御
佐
居
に
於
て
奥
山
叫
九
九
引
責
と
鋭
し
、
安
品
目
を
似

し
給
ひ
、
務
雌
判
任
以
上
の
人
々
笠
び
御
住
居
付
の
文
人
・
雑
入
、

共
の
外
士
族
及
び
金
潔
市
中
商
家
等
の
文
人
共
を
召
集
め
ら
れ
、
此肘

歌
書
笠
を
命
ぜ
ら
れ
.
知
事
公
も
詩
敵
性
笠
を
な
し
給
へ
り
。

此
は

議
族
民
列
し
、
東
京
府
質
問岨
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
年
八
月
十

一
日
民
事

卿
金
保

E
m現
出
し
て
‘
京
行
し
給
ひ
、
限
式
向
は
同
廿
九
日
比
裂
出

し
給
ム
。
同
十
一
年
五
月
世
六
日
父
君
臨
円
恭
卿
墓
参
と
し
て
金
様
へ

下
渚
し
給
ひ
、
本
多
政
以
の
第
宅
を
扶
館
と
な
し
変
に
居
給
ひ
‘
同

年
十
月
十
七
日
金
部
主
出
裂
し
て
東
京
へ
郎
総
し
給
ふ
。
右
第
宅
は

印
ち
今
の
居
邸
に
て
.
北
ハ
の
質
下
邸
也
。

O
波
着
寺
一
留
地

寺
紀
民
、
波
中
山
市
寺
川岡
山
仙
安
養
坊
益
附
は
、
越
前
図
足
南
郡
政
治
寺
の

住
持
た
り
。
本
尊
十
一
而
観
音
は
、
同
図
一

一柴
谷
の
山
嶺
K
安
値
し

て
.
白
山
の
本
地
仰
な
り
。
豆
相
利
家
卿
府
中
に
在
妓
し
給
ふ
頃
の

新
路
所
に
て
.
殊
に
御
懇
た
り
し
故
に
、
加
州
金
深
入
城
の
後
‘
本

傘
の
趣
意
E
聞
召
し
、
益
照
を
召
寄
せ
ら
れ
、
航
山
左
衛
門
の
錦
地

に
金
字
建
立
の
成
、
元
利
五
年
布
寺
地
召
上
げ
ら
れ
‘
小
立
野
の
今

の
地
へ
移
柑
刊
を
命
ぜ
ら
る
。
と
見
ゆ
。
加
藤
惟
寅
の
関
山
私
記
に
は
‘

越
前
よ
り
召
連
れ
ら
れ
、今
の
畢
校
の
地
に
寺
地
主
賜
は
り、
堂
宇
建

立
候
虞
‘
共
後
替
地
仰
付
ら
れ
、
横
山
山
披
守
へ
所
替
命
ぜ
ら
れ
.

共
後
小
立
野
今
の
地
へ
持
制
仰
付
ら
る
。
と
あ
れ
ど
も
、
そ
の
意
味

明
か
危
ら
宇
。
按
宇
'
る
民
、
横
山
左
衛
門
の
第
地
と
い
ム
は
‘

川即
ち




